
○
会
場

　

出
水
市
荒
崎
（
現
地
集
合
）

○
定
員
＝
40
人

○
費
用

　

１
０
０
円

○
申
込
受
付
開
始
日

　

１
月
３
日(

火)
◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
立
博
物
館

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
６
０
５
０

か
ご
し
ま
県
政
出
前
セ
ミ

ナ
ー
申
込
受
付
中                  

　

県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
要
望
に
応
じ
て
、
県
政
の
課
題

な
ど
に
つ
い
て
県
職
員
が
直
接
お

伺
い
し
説
明
を
行
う
「
か
ご
し
ま

県
政
出
前
セ
ミ
ナ
ー
」
の
申
し
込

み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
対
象

  

自
治
会
や
サ
ー
ク
ル
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

な
ど
、
お
お
む
ね
20
人
以
上
の
参

加
が
見
込
め
る
会
合
や
研
修
会
な

ど
（
県
庁
２
階
の
県
政
広
報
室
で

も
実
施
で
き
ま
す
）

○
実
施
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
９
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
は
午
前
10
時

　

～
午
後
５
時
）

○
申
し
込
み
方
法

　

開
催
希
望
日
の
1
カ
月
前
ま
で

に
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
テ
ー

マ
・
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
広
報
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
０
９
３

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間

　

12
月
10
日
（
土
）
か
ら
12
月
16

日
（
金
）
ま
で
は
「
北
朝
鮮
人
権

侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
で
す
。
北

朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

に
関
し
て
認
識
を
深
め
る
と
と
も

に
、
人
権
侵
害
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　

☎
０
９
９
６
（
22
）
２
３
０
０

放
送
大
学
４
月
生
募
集

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
24
年
度

第
1
学
期
（
4
月
入
学
）
の
学
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
放
送
大
学

は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
放
送
を

通
し
て
学
ぶ
遠
隔
教
育
の
大
学
で

す
。
心
理
学
、
福
祉
、
経
済
、
歴

史
、
文
学
、
自
然
科
学
な
ど
、
幅

広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

※
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。

○
募
集
期
間

　

11
月
15
日
～

　
　
　
　
　

平
成
24
年
2
月
29
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
（
２
３
９
）
３
８
１
１

勤
労
者
フ
ァ
ミ
リ
ー
資
金
の

ご
案
内

　

勤
労
者
フ
ァ
ミ
リ
ー
資
金
は
鹿

児
島
県
と
九
州
労
働
金
庫
と
の
協

調
融
資
で
す
。
県
内
の
中
小
企
業

に
お
勤
め
で
県
内
在
住
の
か
た
で

あ
れ
ば
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

○
資
金
種
類

　

遅
払
賃
金
補
て
ん
資
金
、
育

児
・
介
護
休
業
資
金
、
教
育
資
金
、

医
療
資
金
、
冠
婚
葬
祭
資
金

○
融
資
利
率

　

・
遅
払
、
育
児
・
介
護
（2.0

％
）

　

・
そ
の
他
（
2.2
％
）

　
（
※
別
途
保
証
料
0.7
％
～
1.2
％
）

○
融
資
限
度
額

　

遅
払
賃
金
補
て
ん
60
万
円
、
育

児
・
介
護
１
０
０
万
円
、
教
育

２
０
０
万
円
、
医
療
、
冠
婚
葬
祭

１
５
０
万
円

○
融
資
期
間

　

教
育
10
年
以
内
、
そ
の
他
５
年

以
内
（
据
置
期
間
を
含
む
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
雇
用
労
政
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
０
１
４

　

九
州
労
働
金
庫
県
本
部

　

☎
０
９
９
（
２
２
５
）
２
２
１
７

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金

　

10
月
29
日
（
土
）
か
ら
、
鹿
児

島
県
の
最
低
賃
金
が
「
時
間
額
６

４
7
円
」
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
低
賃
金
は
、
臨
時
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
す
べ
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
使

用
者
は
、
最
低
賃
金
額
を
労
働
者

に
周
知
し
、
そ
の
金
額
以
上
の
賃

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

※
精
皆
勤
・
通
勤
・
家
族
・
時
間

　

外
労
働
な
ど
の
手
当
、
賞
与
な

　

ど
は
最
低
賃
金
に
算
入
さ
れ
ま

　

せ
ん
。

※
別
に
定
め
る
特
定
最
低
賃
金
も

　

あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
労
働
局

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
２
７
８
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